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○飯島町集会施設 LED 化支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、温室効果ガスの排出抑制及びエネルギーの消費削減並びに物価高騰

による自治会の経済的負担を軽減することにより団体運営の安定化を図るため、集会

施設における LED 照明への切り替えに要する経費について、予算の範囲内で補助金を

交付することに関し、飯島町補助金交付規則（昭和 36 年飯島町規則第３号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) LED 照明 未使用の LED 電球、LED シーリングライト等をいう。 

(2) 集会施設 自治会が管理運営する集会等の用に供する施設をいう。 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 集会施設の既存の照明（LED 照明を除く。）を LED 照明に交換し、交換前の照明

を廃棄すること。 

(2) LED 照明の購入及び交換工事を行った日の属する年度の２月末日までに、第６条

に規定する交付申請書を提出すること。 

(3) 町内の事業者から LED 照明を購入し、又は町内の事業者に LED 照明の交換工事を

発注すること。 

(4) 町税及び分担金、使用料その他の歳入を滞納していないこと。 

(5) この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。 

(6) この要綱による補助金の交付の対象となる LED 照明について、国、県又は町の他

の補助金の交付を受けていないこと。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費の合計額とする。 

(1) LED 照明の購入費 

(2) LED 照明への交換に要する工事費等 

(3) 前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助金の交付の対象となる経費の２分の１に相当する額（その額

に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。）とし、20 万円を限度とす

る。 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、飯島町集会施設 LED 化支援事業補助金交

付申請書（兼事業実績報告書）（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提

出しなければならない。 

(1) LED 照明の購入費、工事費等が分かる領収書 

(2) LED 照明への交換に要する経費の内訳が分かる書類 
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(3) LED 照明を設置した状況の写真 

(4) 前３号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第７条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたと

きは、飯島町集会施設 LED 化支援事業補助金交付決定通知書（確定通知書）（様式第

２号）により通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第８条 前条の交付決定を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、飯島町

集会施設 LED 化支援事業補助金交付請求書（様式第３号）を町長に提出するものとす

る。 

（交付決定の取消し等） 

第９条 町長は、第７条の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金の交付の決定を取り消すものとする。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消

しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるもの

とする。 

（補則） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この要綱は、令和 13 年３月 31 日限り、その効力を失う。 
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様式第１号(第６条関係) 
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様式第２号(第７条関係) 
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様式第３号(第８条関係) 

 

 


